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町
・
県
民
税

◆
申
告
が
必
要
な
方

　

平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
、
鳩

山
町
に
住
所
が
あ
り
、
次
の
事
項

に
該
当
す
る
方
。

①
営
業
・
農
業
・
地
代
・
家
賃
・

利
子
・
配
当
・
年
金
な
ど
の
所
得

の
あ
っ
た
方　

②
給
与
所
得
者

で
、
勤
務
先
か
ら
町
へ
給
与
支
払

報
告
書
の
提
出
の
な
か
っ
た
方
や

給
与
所
得
以
外
に
所
得
の
あ
る

方
、
雑
損
控
除
・
医
療
費
控
除
を

受
け
よ
う
と
す
る
方　

③
配
当
所

得
の
あ
る
方
で
、
所
得
税
の
源
泉

分
離
課
税
を
選
択
し
た
方　

④
所

得
の
な
い
方
（
学
生
・
未
成
年
者

な
ど
）
も
非
課
税
の
判
定
、
扶
養

認
定
な
ど
の
資
料
と
し
て
使
用
さ

れ
ま
す
の
で
、
申
告
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い　

⑤
平
成
26
年
１
月

１
日
現
在
、
鳩
山
町
に
事
務
所
や

事
業
所
、ま
た
は
家
屋
敷
を
有
し
、

鳩
山
町
に
住
所
が
な
い
方

※
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た

方
は
、
町
・
県
民
税
の
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
申
告
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑　

②
給
与
所
得
者
は
源
泉

徴
収
票
等　

③
事
業
所
得
者
は
必

要
な
帳
簿
書
類
等　

④
そ
の
他
の

所
得
者
は
所
得
金
額
が
証
明
さ
れ

る
も
の　

⑤
国
民
年
金
保
険
料
、

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
領
収

書
や
支
払
証
明
書　

⑥
生
命
保

険
・
損
害
保
険
の
領
収
書
や
支
払

証
明
書　

⑦
医
療
費
控
除
を
受
け

る
方
は
医
療
費
の
領
収
書　

⑧
障

が
い
者
の
方（
扶
養
者
を
含
む
）は

身
体
障
害
者
手
帳
・
み
ど
り
の
手

帳
、
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
等　

⑨
学
生
は
学
生
証
等

※
②
～
⑨
に
つ
い
て
は
、
原
本
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

役
場
税
務
課

　
　
　
　


２
９
６

－

５
８
９
２

　今年の町・県民税の申告と、所得税の確定申告の受
付は、２月17日（月）から３月17日（月）までです（土・
日曜日は除く）。申告は、町・県民税や国民健康保険
税、介護保険料などの正しい税額等の算定のために
重要なものですので、収入の有無にかかわらず申告
をお願いします。
　申告期間中は、日によって大変混雑し長時間お待
ちいただくことがあります。皆さんのご理解、ご協
力をお願いします。また、期限近くの申告では、書類
の不備により申告期限を過ぎてしまうことも考えら
れます。必要な書類は、余裕を持ってご準備ください。

町・県民税　申告をお忘れなく所得税確定
　 ２月17日（月）▶３月17日（月）まで

町・県民税の申告受付と所得税の納税相談日
月日（曜日） 対象地区 会場・受付時間

２月

鳩山町役場３階
305・306 会議室

午前９時～ 11 時
午後１時～４時

（申告の状況によ
り長時間お待ちい
ただくことがあり

ます。）

17 日（月）石坂一・石坂二 ･ 鳩山団地
18 日（火）松ヶ丘一・二丁目
19 日（水）松ヶ丘三・四丁目
20 日（木）楓ヶ丘一・二丁目
21 日（金）楓ヶ丘三・四丁目
24 日（月）鳩ヶ丘一・二丁目
25 日（火）鳩ヶ丘三～五丁目
26 日（水） 大橋・奥田
27 日（木） 須江・竹本
28 日（金） 泉井・高野倉

３月
３日（月） 上熊井・下熊井
４日（火） 小　　　用
５日（水） 大　豆　戸
６日（木） 赤　　　沼
７日（金） 今　　　宿

10 日（月）
～

17 日（月）
全　地　区

※土・日曜日を除く

■�所得税の納税相談で、事業所得、不動産所得、譲渡所得、
山林所得などがある方は、開設期間中は、所得税の確定申
告会場（東松山市民文化センター）へお願いします。また、
納税相談の内容によって受付が困難と思われるものは、東
松山税務署の対応となる場合があります。

　

介
護
保
険
料
な
ど
は

　

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

　

平
成
25
年
中
に
お
支
払
い
に
なっ

た｢

介
護
保
険
料｣

｢

後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料｣

｢

国
民
健
康
保
険
税｣

｢

国
民
年
金
保
険
料｣

は
、
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

特
別
徴
収
者
（
年
金
か
ら
の
徴

収
）
は
年
金
保
険
者
発
行
の
源
泉

徴
収
票
、
普
通
徴
収
者
（
個
人
納

付
）は
領
収
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
方
は
平
成
25
年
中
に

振
替
さ
れ
た
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス

利
用（
施
設
・
居
宅
）が
あ
る
場
合
、

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合



3

が
あ
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
法
に
お
け
る

　

要
介
護
認
定
を
受
け
た
方
へ　

　

介
護
保
険
法
に
お
け
る
要
介
護
認

定
を
受
け
た
方
は
、
申
請
に
よ
り
障

害
者
控
除
、
特
別
障
害
者
控
除
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
左
記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

介
護
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
は

高
齢
者
支
援
課

２
９
６

－

１
２
１
０

国
民
健
康
保
険
税
は
町
民
課


２
９
６

－

５
８
９
１

国
民
年
金
保
険
料
に
関
す
る
こ
と

は
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル


０
５
７
０

－

０
７
０

－

１
１
７

（
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は

０
３

－

６
７

０
０

－

１
１
３
０
）

　

所
得
税

◆
確
定
申
告
が
必
要
な
方

　

給
与
所
得
者
は
、
通
常
、
年
末

調
整
で
所
得
税
が
精
算
さ
れ
る
た

め
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
次
の
よ
う
な
方
は

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
給
与
所
得
以
外
に
20
万
円
以
上

の
所
得
が
あ
っ
た
方　

②
平
成
25

年
中
の
給
与
の
収
入
金
額
が
２
千

万
円
を
超
え
て
い
る
方　

③
給
与

を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る

方
　

ま
た
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る

な
ど
の
還
付
申
告
は
２
月
17
日

（
月
）
以
前
で
も
、
東
松
山
税
務

署
に
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
会
場
は

　

東
松
山
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー
へ

■
開
設
期
間　

２
月
17
日
（
月
）

～
３
月
17
日
（
月
）　

※
土
・
日

曜
日
を
除
き
ま
す
。

■
会
場　

東
松
山
市
民
文
化
セ
ン

タ
ー　

大
会
議
室
（
東
松
山
市
六

軒
町
５

－

２
）　

■
受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
～

午
後
４
時　
（
相
談
時
間
は
午
前

９
時
～
午
後
５
時
ま
で
）

※
こ
の
期
間
、
東
松
山
税
務
署
の

庁
舎
で
は
申
告
相
談
を
行
っ
て
お

り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

東
松
山
税
務
署

０

４
９
３

－

２
２

－

０
９
９
０
（
自

動
音
声
が
流
れ
ま
す
。）

至森林公園

至川越

東
松
山
駅

税務署

松山市民活動センター

ガソリンスタンド

東松山市民
文化センター案内図

東松山市民
文化センター

上野本

若松町一

東松山駅入口

国道 254 号

市民文化センター入口

市民文化センター入口

　確定申告書を提出される方は、画面の案内に従って金額等
を入力すれば税額などが自動計算される ｢確定申告書等作成
コーナー｣（http://www.nta.go.jp/）もご利用ください。

【アクセス】
徒歩：東武東上線「東松山駅東口」から徒歩約 20 分
バス： 「東松山駅東口」バス乗り場から「パークタウン五領行き」

に乗り「市民文化センター前」で下車

臨時福祉給付金のお知らせ
　申告を行った結果、平成26年度分の町民税
（均等割）が課税されない方は、「臨時福祉給付
金」の給付対象となる可能性があります。詳細
は13ページをご覧ください。

税務署からのお知らせ

○復興特別所得税について
　平成25年分から平成49年分までの各年分に
ついては、所得税と併せて復興特別所得税の
申告および納付をすることとされています。
　復興特別所得税の額は、各年分の基準所
得税額（原則として、その年分の所得税額）
に 2.1％の税率を掛けて計算した金額です。
　
○公的年金等を受給されている方へ
　平成23年分以後の各年分において、公的
年金等の収入金額の合計額が 400万円以下
であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以
外の所得金額が 20万円以下である場合に
は、所得税の確定申告は必要ありません。
　詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わ
せください。
※�所得税の確定申告が必要ない場合であって
も、住民税の申告が必要な場合があります。

平成26年度（25年分）適用税制改正
○均等割の税率の引き上げ
　東日本大震災から復興を図ることを目
的として、地方公共団体が実施する防災
のための施策に要する費用の財源を確保
するため、臨時の措置として平成26年度
から平成35年度までの 10年間、個人町民
税の均等割の税率を 3,000円から 500円引
き上げ 3,500円となります。
※�なお、個人県民税の均等割の税率につ
いても、1,000円から 500円引き上げ 1,500
円となります。町・県民税合わせて1,000
円引き上げられます。

町民税 県民税 合計
改正前（平成
25年度まで） 3,000円 1,000円 4,000円

改正後（平成
26年度～ 35年

度まで）
3,500円 1,500円 5,000円

○給与所得控除の改正（給与所得の上限設定）
　その年中の給与等の収入金額が 1,500万
円を超える場合の給与所得控除について、
245万円の上限が設けられました。
※�この改正は、所得税については平成25
年分、住民税については平成26年度分
以降について適用されます。


